
入構手続きのご案内
構内に入構して頂く際には、こちらの受付で「構内入退出簿」への
記入が必要となります。入構時刻、入構許可証の番号を記入して
ください。
2023/5/8より、検温・手のアルコール消毒は任意となりました。

なお、事務所での打ち合わせ等でアポイントをお取りの方は、
記入の必要ありません。そのまま、担当者を呼び出して下さい。

記入をしたら、「入構許可証」を胸に着け、入構してください。
工場建物に入場する場合は、保護帽の着用を必ずお願いします。

17：00頃までに「入構許可証」の返却及び退出時刻の記入して
退構をお願いします。
営業時間(17：15)が終了すると扉が施錠され、再び戻れません。
その際は、弊社の担当者に入構許可証をお返し下さい。

*飛び込み営業、ビラ配り目的での入構はお断りしています。

①構内入退出簿に記入してください。

②入構許可証を胸につけてください。

③退出の際は、構内入退出簿への記入
と入構許可証の返却をお願いします。
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